
総社市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

平成３０年７月１３日 

 

                                       総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市条例第３１号 

 

総社市税条例の一部を改正する条例 

 

総社市税条例（平成１７年総社市条例第５３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という。）に対応する同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動

後項」という。）が存在する場合には，当該移動項を当該移動後項とし，移動後項に対応する移動項が存在しない場合には，当該移動後項（以下「追加項」

という。）を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示を除く。以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項の表示

及び追加項を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正後部分に対応する改正部分が存在しな

い場合には，当該改正後部分を加える。 

 

改   正   後 改   正   前 

 

第６２条の３ 地域再生法（平成１７年法律第２４号。以下「再生法」とい

う。）第７条第１項に規定する認定地域再生計画に記載されている再生法

第５条第４項第５号に規定する地方活力向上地域（以下「地方活力向上地

域」という。）内において再生法第１７条の２第４項に規定する認定地方

活力向上地域等特定業務施設整備計画（以下「認定整備計画」という。）に

従って地域再生法第１７条の６の地方公共団体等を定める省令（平成２７

年総務省令第７３号。以下「地域再生法省令」という。）第２条第１号に規

定する特別償却設備（以下「特別償却設備」という。）を新設し，又は増設

した者に係る固定資産税の税率は，第６２条の規定にかかわらず，当該固

定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度から３年度

分の固定資産税に限り，再生法第１７条の２第１項第１号に掲げる事業を

実施する者については，初年度については１００分の０，第２年度につい

ては１００分の０．３５，第３年度については１００分の０．７とし，同

項第２号に掲げる事業を実施する者については，初年度については１００

 

第６２条の３ 地域再生法（平成１７年法律第２４号。以下「再生法」とい

う。）第７条第１項に規定する認定地域再生計画に記載されている再生法

第５条第４項第５号に規定する地方活力向上地域（以下「地方活力向上地

域」という。）内において再生法第１７条の２第４項に規定する認定地方

活力向上地域特定業務施設整備計画（以下「認定整備計画」という。）に従

って地域再生法第１７条の６の地方公共団体等を定める省令（平成２７年

総務省令第７３号。以下「地域再生法省令」という。）第２条第１号に規定

する特別償却設備（以下「特別償却設備」という。）を新設し，又は増設し

た者に係る固定資産税の税率は，第６２条の規定にかかわらず，当該固定

資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度から３年度分

の固定資産税に限り，再生法第１７条の２第１項第１号に掲げる事業を実

施する者については，初年度については１００分の０，第２年度について

は１００分の０．３５，第３年度については１００分の０．７とし，同項

第２号に掲げる事業を実施する者については，初年度については１００分



改   正   後 改   正   前 

分の０，第２年度については１００分の０．４６７，第３年度については

１００分の０．９３３とする。 

２ 前項の税率は，地域再生法省令第１条に規定する公示日（以下「公示日」

という。）から平成３２年３月３１日までの間に，再生法第１７条の２第

３項の規定により同条第１項に規定する地方活力向上地域等特定業務施

設整備計画の認定を受けた同条第４項に規定する認定事業者であって，当

該認定を受けた日から同日の翌日以後２年を経過する日まで（同日までに

同条第６項の規定により当該認定を取り消されたときは，その取り消され

た日の前日まで）の間に，地方活力向上地域内において当該認定整備計画

に従って特別償却設備を新設し，又は増設した者について，当該特別償却

設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷

地である土地（公示日以後に取得したものに限り，かつ，土地については，

その取得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地とする当該

家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。）に

対して固定資産税を課する場合に対して適用する。 

３ 前２項の適用を受けようとする者は，新たに固定資産税を課することと

なる年度の初日の属する年の１月１日現在における当該固定資産につい

て，次の各号に掲げる事項を記載した申請書を１月３１日までに市長に提

出しなければならない。 

(１)及び(２) 略 

(３) 個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。）又は法人番

号（同条第１５項に規定する法人番号をいう。） 

(４) 略 

(５) 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 

(６)～(８) 略 

４ 略 

 

附 則 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ 略 

２～１６ 略 

１７ 法附則第１５条第４７項に規定する市町村の条例で定める割合は０

の０，第２年度については１００分の０．４６７，第３年度については１

００分の０．９３３とする。 

２ 前項の税率は，地域再生法省令第１条に規定する公示日（以下「公示日」

という。）から平成３０年３月３１日までの間に，再生法第１７条の２第

３項の規定により同条第１項に規定する地方活力向上地域特定業務施設

整備計画の認定を受けた同条第４項に規定する認定事業者であって，当該

認定を受けた日から同日の翌日以後２年を経過する日まで（同日までに同

条第６項の規定により当該認定を取り消されたときは，その取り消された

日の前日まで）の間に，地方活力向上地域内において当該認定整備計画に

従って特別償却設備を新設し，又は増設した者について，当該特別償却設

備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地

である土地（公示日以後に取得したものに限り，かつ，土地については，

その取得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地とする当該

家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。）に

対して固定資産税を課する場合に対して適用する。 

３ 前２項の適用を受けようとする者は，新たに固定資産税を課することと

なる年度の初日の属する年の１月１日現在における当該固定資産につい

て，次の各号に掲げる事項を記載した申請書を１月３１日までに市長に提

出しなければならない。 

(１)及び(２) 略 

(３) 個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。）又は法人番

号 

(４) 略 

(５) 認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画 

(６)～(８) 略 

４ 略 

 

附 則 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ 略 

２～１６ 略 

 



改   正   後 改   正   前 

とする。 

１８ 略 

 

 

１７ 略 

  

 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 


